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登録商標「 」無効審決取消請求事件
－知財高裁平成27(行ケ)10219・平成28年４月12日（３部）判決＜請求認容＞－

〔キーワード〕商標の類似、パロディ商品、100万

円越えの高級腕時計と５千円の低価格腕時計と

の混同、ただ乗り目的（フリーライド）、希釈化

現象（ダイリューション）

【主　　文】
１　特許庁が無効2015－890035号事件について平成

27年９月８日にした審決を取り消す。
２　訴訟費用は被告の負担とする。
３　この判決に対する上告及び上告受理の申立ての

ための付加期間を30日と定める。
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【事案の概要】
１　特許庁における手続の経緯等
（１）　原告（株式会社ディンクス）は、以下の商

標（商標登録第5517482号。以下「本件商標」と
いう。）の商標権者である（甲242、243）。
商標の構成　別紙本件商標目録記載のとおり（手
　　　　　　書きによる誤字から成る。）
登録出願日　平成24年３月27日
登録査定日　平成24年７月31日
設定登録日　平成24年８月24日
指定商品　　第14類「時計、宝玉及びその原石
　　　　　　並びに宝玉の模造品、キーホル
　　　　　　ダー、身飾品」

（２）　被告（株式会社エフエムティーエム　ディ
ストリビューション　リミテッド）は、平成27
年４月22日、本件商標の商標登録を無効にする
ことを求めて審判を請求した（甲242）。

特許庁は、上記請求を無効2015－890035号事
件として審理を行い、平成27年９月８日、「登
録第5517482号の登録を無効とする。審判費用
は被請求人の負担とする。」との審決（以下「本
件審決」という。）をし、その謄本は、同月17日、
原告に送達された。

（３）　原告は、平成27年10月16日（受付日）、本
件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。

２　本件審決の理由の要旨
本件審決の要旨は、以下のとおりである。

（１）　被告の使用する商標の周知性について
被告は、1992年（平成４年）に設立以来、被

告の代表的商標である「フランク　ミュラー」
（「フランク・ミュラー」と前半の文字と後半の
文字を「・」（中点）を介して成るものを含む。
以下においても同様である。）の文字から成る
商標（以下「被告使用商標１」という。）と、こ
れの語源となった「ＦＲＡＮＣＫ　ＭＵＬＬＥ
Ｒ」の文字から成る商標（以下「被告使用商標
２」といい、被告使用商標１と併せて「被告使
用商標」ということがある。）を商品「時計」に
ついて使用し、これを我が国を含む世界各国で

広告及び販売した。これにより、被告使用商標
は、被告の業務に係る商品（以下、被告の業務
に係る商品である時計を総称して「被告商品」
という。）を表示するものとして、我が国におい
ても、本件商標の出願及び登録査定時において
需要者の間に広く認識されていたというべきで
ある。このことについては、当事者間に争いが
ない。

（２）　原告の商品の取引の実情について
原告は、インターネット上及び店舗等におい

て、本件商標を付して被告商品の特徴と酷似し
た時計（以下、原告が本件商標を付して販売す
る時計を総称して「原告商品」という。）を販売
し、その販売や雑誌等における原告商品の紹介、
宣伝をするに際して、被告商品並びに別紙引用
商標目録記載１ないし３の引用商標（以下、そ
れぞれ「引用商標１」などといい、総称して「引
用商標」ということがある。）及び被告使用商標
を著名な高級腕時計及び高級腕時計ブランドと
認めつつ、これを引き合いとして挙げ、原告商
品がパロディ商品である旨をその特徴としてい
ることが認められる。

（３）　本件商標の商標法４条１項11号該当性につ
いて

本件商標からは「フランクミウラ」の称呼が
生じるとともに、上記（２）の原告商品の取引
の実情を鑑みれば、原告は、原告商品に接した
需要者が一見した際に、被告商品並びに引用商
標及び被告使用商標を想起することを意図し、
これを原告商品の特徴としていることが明らか
であるから、本件商標からは、著名ブランドと
しての「フランク　ミュラー」を想起させる場
合がある。

引用商標１は、「フランク　ミュラー」の文
字を標準文字で表して成り、引用商標２は、「Ｆ
ＲＡＮＣＫ　ＭＵＬＬＥＲ」の文字を書して成
るところ、両商標は、その構成文字全体に相応
して、「フランクミュラー」の称呼を生じ、前
記（１）のとおり、「フランク　ミュラー」及び

「ＦＲＡＮＣＫ　ＭＵＬＬＥＲ」の文字は、被
告の業務に係る商品を表示するものとして著名


